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に
成
立
を
見
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
炭
田
内
閣
の
突
然
の
静
峨
に
よ
り
越
に
貫
現
し
得
友
か
っ
た
。
庚
田
内
閣
に
代
っ
て
立
っ
た

林
内
閣
は
臨
時
租
税
増
徴
法
と
若
干
の
新
税
法
と
を
創
設
し
共
れ
と
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
を
一
億
圏
支
出
す
る
事
と
に
よ
っ
て
一

時
の
念
を
凌
ぎ
、
中
央
地
方
に
通
や
る
税
制
の
全
般
的
改
正
を
昭
和
十
三
年
度
強
算
を
議
す
る
泡
常
識
ム
世
間
ま
で
に
延
期
し
た
の
で
あ

る
。
而
し
て
此
の
全
般
的
改
正
は
林
内
閣
に
積
い
て
立
っ
た
近
衛
内
閣
が
之
を
承
継
し
て
行
ふ
筈
で
る
っ
た
。

は
か
ら
や
も
解
散
後
の
特
別
議
曾
の
開
舎
に
先
ん
じ
北
文
事
掛
裂
が
勃
脅
し
、
特
別
議
曾
売
る
第
七
十
一
同
情
図
議
曾
は
中
央
地
方

に
通
や
る
積
制
の
全
般
的
改
正
と
は
別
問
題
に
北
支
事
件
特
別
税
法
を
保
用
し
た
の
で
あ
る
。
共
後
に
北
支
事
鑓
は
支
那
事
同
盟
に
繍

大
し
更
に
第
七
十
二
同
帝
園
議
曾
を
臨
時
議
曾
と
し
て
開
〈
に
及
び
阿
園
の
情
勢
は
漸
く
餐
じ
て
来
た
の
で
あ
る
。

邸
ち
中
央
地

方
に
通
や
る
税
制
の
全
般
的
改
正
を
行
ふ
に
は
中
央
財
政
よ
り
一
一
一
億
間
持
ち
出
し
地
方
財
政
を
綬
和
す
る
必
要
あ
り
此
の
目
的
の

困
粧
の
部
分
的
改
正

第
四
十
五
巻

七
九
七

第
六
銭

王正
n 
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第
六
競

五
六

矯
め
に
閲
枕
を
一
二
億
同
情
徴
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
時
れ
も
非
常
時
で
あ
っ
て
第
七
十
一
向
帝
閲
議
合
を
通
過
せ
る
北
支
事
件
特
別
税

の
外
に
三
億
闘
乃
至
五
億
闘
の
増
税
を
断
行
す
る
事
が
時
代
の
常
識
と
た
っ
て
ゐ
る
。
も
し
此
際
に
中
央
地
方
に
泊
や
る
税
制
の
会

般
的
改
正
を
行
ふ
と
た
る
と
一
一
一
億
困
で
済
む
園
税
の
増
設
が
五
億
聞
と
た
り
五
億
闘
で
済
む
関
税
の
増
税
が
七
億
闘
に
上
る
事
に
左

る
。
更
に
他
方
よ
り
考
ふ
る
に
、
地
方
税
の
負
捲
に
苦
し
ん
で
ゐ
た
農
山
漁
村
弘
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
で
生
色
あ
り
又
米
傾
繭
使

の
持
ち
直
し
K
土
U
粧
消
欣
熊
が
よ
〈
紅
白
¥
加
ふ
る
に
昭
和
十
一
一
一
年
土
り
は
土
地
の
賃
貸
償
絡
の
改
民
に
よ
り
蝋
租
額
が
農
山
崎
山

村
K
於
て
軽
減
せ
ら
れ
る
告
で
あ
り
、
此
佐
一
寸
の
諸
事
情
を
綜
合
す
る
と
或
程
度
ま
で
負
捨
の
不
均
衡
が
匡
一
止
せ
ら
れ
る
事
と
な
る
。

要
す
る
に
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
一
億
闘
を
減
額
せ
ざ
る
事
と
し
て
中
央
地
方
に
通
や
る
税
制
の
全
般
的
改
正
は
此
際
だ
け
見
合
は

せ
で
は
如
何
か
と
云
ふ
議
論
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。

勿
論
、
物
事
は
考
へ
方
に
よ
る
。
非
常
時
友
る
が
放
に
平
時
で
出
来
友
い
所
の
中
央
地
方
に
通
宇
る
税
制
の
全
般
的
改
正
を
是
非

行
へ
と
も
云
へ
る
。
叉
中
央
地
方
巳
迎
や
る
税
制
の
根
本
的
改
革
は
二
つ
の
目
標
を
右
し
一
は
負
拾
の
不
均
衡
の
匡
正
で
あ
り
他
は

中
央
財
政
と
地
方
財
政
と
の
弾
力
性
を
増
す
事
で
あ
る
。
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
一
億
国
を
維
持
す
る
事
に
よ
っ
て
負
捨
の
不
均
衡

は
相
営
に
匡
E
せ
ら
れ
る
が
弾
力
性
の
護
却
は
全
般
的
改
疋
に
よ
る
に
あ
ら
ぎ
れ
ば
之
を
期
す
る
事
が
出
来
・
泣
い
。
更
に
土
地
賃
貸

債
格
の
下
落
は
、
絶
品
割
的
に
於
て
は
地
租
の
負
捨
額
の
軽
減
と
・
な
る
が
、
相
針
的
に
見
て
他
の
事
情
に
し
て
具
ら
や
ん
ぽ
地
租
附
加

税
率
の
引
上
と
た
り
地
方
税
の
増
加
と
た
る
が
故
に
却
っ
て
全
般
的
改
疋
の
必
要
を
資
設
す
る
も
の
と
一
去
ふ
の
で
あ
る
。

か
〈
の
如
く
立
揚
の
相
還
に
よ
り
雨
様
の
意
見
が
立
て
ら
れ
る
の
で
る
る
が
、
中
央
地
方
に
過
や
る
税
制
の
全
般
的
改
)
止
を
此
際

に
行
ふ
は
趨
蛍
に
あ
ら
や
と
云
ふ
の
が
支
配
的
の
意
見
の
様
で
る
る
。
筆
者
は
柳
か
意
見
を
具
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
此
際
に



討
論
に
日
を
ぎ
る
は
之
を
採
ら
守
、
何
れ
か
に
目
擦
を
定
め
共
の
方
向
に
遁
進
す
べ
き
で
あ
る
。

俄
り
に
中
央
地
方
を
過
や
る
税
制
の
全
般
的
改
正
を
行
ふ
を
遁
首
に
る
ら
や
と
せ
ば
、
第
二
に
増
税
を
含
め
た
改
正
を
行
ふ

か
否
か
を
決
定
せ
ね
ば
友
ら
ね
。
増
税
は
常
識
で
あ
り
財
界
は
之
を
織
り
込
み
否
た
或
程
度
ま
で
の
増
税
を
行
ふ
ぺ
き
と
と
を
歓
迎

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
利
れ
通
常
議
舎
が
開
か
れ
る
事
と
友
る
と
我
が
国
民
は
増
税
に
劃
し
で
も
愛
図
的
の
美
し
き
態
度
を
採
る
事

と
息
ふ
。
只
今
は
生
産
力
擦
充
に
専
念
し
暫
く
増
税
問
題
を
考
へ
な
い
で
置
か
う
と
云
ふ
希
望
が
一
部
分
に
行
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
の

結
果
・
ど
し
て
只
今
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
税
制
改
正
左
云
ふ
の
は
、
租
枕
牧
入
の
榊
減
を
闘
る
を
主
意
と
せ
や
に
従
来
懸
案
と
な
り
或
は

考
究
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
し
て
此
の
際
に
改
正
を
行
ふ
を
油
首
と
す
る
事
項
に
つ
き
各
税
に
亙
り
部
分
的
改
正
を
試
み
る
し
か
行
く

遣
が
在
い
の
で
あ
る
。

と
の
峰
件
を
み
た
ナ
関
税
の
部
分
的
改
正
と

いて
4

引
の
架
叩
叫
が
各
新
聞
紙

K
忙
殺
表
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

所

得

続

て
臨
時
租
税
増
徴
法
に
依
る
第
三
種
所
得
税
の
増
徴
率
に
付
考
慮
を
要
す
と
認
め
ら
る
弘
知
あ
る
を
以
て
之
を
諸
常
に
改
正
す

る
と
と
。

二
、
退
職
給
興
金
等
の
一
時
所
得
に
し
て
一
定
制
を
超
ゆ
る
も
の
に
劃
し
て
は
課
税
す
る
こ
と
。

三
、
郵
使
年
金
忙
付
て
は
排
込
掛
金
を
煙
除
し
た
る
残
刻
を
以
て
所
得
と
す
る
と
と
。

問
、
第
三
種
所
得
の
追
加
決
定
を
矯
し
得
る
期
閣
の
制
隈
を
撤
援
す
る
こ
と
。

五
、
所
得
調
査
委
員
は
業
と
し
て
報
酬
を
受
け
税
務
の
代
理
を
国
摘
す
を
得
ざ
る
も
の
と
す
る
と
と
。

六
、
小
笠
原
島
及
伊
豆
七
島
に
所
得
税
法
を
施
行
す
る
こ
と
。

閥
横
の
部
分
的
改
正

償
問
十
五
巻

七
九
九

第
六
披

五
七



関
税
の
部
分
的
改
正

障
問
四
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巻
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0
0

第
六
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五
八

相

績

税

一
、
臨
時
租
枕
増
徴
法
に
依
る
相
綾
税
の
増
徴
率
に
付
考
慮
を
要
す
と
認
め
ら
る
、
結
あ
る
を
以
て
之
を
趨
首
に
改
正
す
る
こ
と
。

二
、
相
績
開
始
地
が
相
績
税
法
施
行
地
に
在
る
と
き
は
相
続
税
法
施
行
以
外
に
在
る
財
産
に
劃
し
て
も
課
税
す
る
と
と
。

一
一
一
、
被
相
続
人
の
死
亡
に
悶
り
相
続
人
の
交
く
る
生
命
保
険
金
が
一
定
額
以
上
放
る
と
き
は
之
に
射
し
課
税
す
る
と
と
。

問
、
他
人
の
鈍
し
た
る
契
約
に
凶
り
て
交
〈
る
生
命
保
隙
金
が
一
定
制
以
上
な
る
と
苛
は
之
に
針
し
課
税
す
る
と
と
。

五
、
被
材
料
人
死
亡
し
た
る
偽
札
討
の
遺
族
収
支
給
せ
ら
る
L
退
峨
手
山
品
川

功
廿
貯
金
等
に
し

τ
一
定
額
を
超
ゆ
る
も
の
に
射
し
て
は

課
税
す
る
と
と
。

六
、
不
動
産
及
船
舶
の
謄
奥
に
針
し
で
も
課
税
す
る
こ
と
。

七
、
相
続
開
始
後
一
年
内
に
相
税
財
産
の
一
部
を
婚
興
す
る
も
相
続
枕
法
第
二
十
三
僚
を
遁
用
せ
ざ
る
こ
と
。

八
、
受
遺
者
及
相
続
財
産
に
加
算
し
た
る
財
庵
の
股
奥
を
受
け
た
る
者
を
も
納
税
義
務
者
と
す
る
こ
と
。

登

録

校

不
動
産
費
賀
等
の
揚
合
の
登
録
税
を
軽
減
す
る
こ
と
。

2酒

這

設

酒
類
販
買
業
を
免
許
制
度
と
す
る
こ
と
。

中
央
地
方
を
過
や
る
税
制
の
全
般
的
改
正
は
時
局
の
見
定
め
が
つ
〈
ま
で
延
期
せ
ら
れ
た
が
、
通
常
議
舎
の
接
近
と
共
に
増
税
は

目
前
に
迫
っ
て
ゐ
る
e

増
税
と
云
ふ
根
本
的
問
題
を
考
へ
や
に
園
税
の
部
分
的
改
正
を
行
ふ
事
は
無
意
味
の
様
で
あ
る
が
、
改
正
の



機
合
さ
へ
あ
れ
ば
部
分
的
改
正
で
も
之
を
行
ふ
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
聞
役
の
部
分
的
改
疋
を
問
題
と
す
る
所
以
で
る
る
。

以
と
の
各
項
目
の
中
で
臨
時
租
枕
増
徴
法
止
基
本
枕
法
と
の
闘
係
が
重
要
で
あ
る
か
ら
先
づ
共
の
問
題
を
所
得
税
法
と
相
績
税
法

と
に
つ
い
て
研
究
す
る
。

次
に
幽
税
の
部
分
的
改
正
の
共
れ
以
外
の
問
題
を
所
得
税
、
相
績
税
、
登
録
税
、
酒
造
税
に
つ
い
て
研
究
し
た
い
。

第
二

臨
時
租
現
増
構
法
と
基
本
韓
港

冒 圃 薗

臨
時
租
税
増
徴
法
は
念
場
の
聞
に
合
は
せ
に
作
っ
た
立
訟
で
あ
る
か
ら
、
共
の
場
合
に
は
極
め
て
適
切
友
る
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
後
か
ら
悶
闘
す
る
と
種
々
の
無
却
の
存
ず
る
の
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。

臨
時
租
税
地
徴
リ
訟
は
、
筋
一
-
一
種
所
川
刊
に
於
け
る
配
山
一
品
川
内
の
ご
制
出
除
、
一
小
動
海
中
心
の
M

別
産
比
封
ず
る
相
続
税
の
年
賦
延
納
期

間
の
延
長
、
金
鏑
及
銀
鎮
の
特
別
繍
産
税
の
紙
謀
、
国
債
利
子
免
税
駿
止
の
他
は
、
専
ら
所
得
税
、
法
人
の
管
業
収
釜
説
、
資
本
利

子
税
、
相
鰻
役
、
鏑
盗
殺
、
酒
税
、
砂
糖
消
費
税
、
取
引
所
税
及
臨
時
利
得
税
の
税
率
を
引
上
げ
る
事
を
共
の
内
容
と
し
て
ゐ
る
。

而
し
て
税
翠
の
引
上
げ
方
法
に
二
つ
が
あ
る
。
一
は
基
本
税
法
の
僚
交
を
生
か
し
共
れ
を
増
徴
す
る
事
を
定
め
た
る
場
合
で
る
っ
て
、

他
は
碁
本
税
法
の
僚
文
を
排
除
し
て
新
し
き
琳
徴
卒
を
掲
げ
て
ゐ
る
場
合
で
あ
る
。
例
へ
ば

「
第
六
像

所
得
税
中
第
三
種
ノ
所
得
一
一
針
ス
ル
所
得
税
一
一
付
テ
ハ
所
得
金
額
ノ
階
級
一
一
従
ヒ
左
ノ
割
合
ノ
穂
積
ヲ
増
徴
ス

(中

略こ

は
基
本
税
法
の
俊
文
を
生
か
し
共
れ
を
増
徴
す
る
事
を
定
め
た
る
前
者
の
例
で
あ
り
、

「
第
十
七
僚

砂
糖
消
費
税
ハ
砂
緒
消
費
税
法
第
三
保
/
境
定
-
一
拘
ラ
ズ
左
ノ
税
率
-
一
依
ル
(
中
略
)
」

園
積
の
部
分
的
改
正

第
四
十
五
巻

A 
O 

第
六
貌

主王

九



関
税
の
一
部
分
的
改
正

第
四
十
五
巻

第
六
銃

ノ、
O 

A 

O 

は
長
一
本
税
法
を
排
除
し
て
新
し
き
増
徴
卒
を
掲
げ
た
る
所
の
後
者
の
例
で
あ
る
。

ー.
ー同

問
符
税
及
び
相
続
税
に
つ
い
て
は
臨
時
租
税
増
徴
法
ば
基
本
税
法
を
生
か
す
則
の
前
者
の
方
法
を
採
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
第
三
種
所
得
税
と
相
続
税
ー
と
の
税
率
は
仰
れ
も
累
進
税
率
で
あ
る
矯
め
に
復
雑
な
る
規
定
を
設
け
且
つ
無
理
な
る
結
川
市
を
生

じ
て
ゐ
る
。
先
づ
第
三
種
所
朝
刊
税
K
っ
き
基
本
税
訟
と
臨
時
租
税
増
徴
法
と
を
比
較
す
れ
ば
次
の
如
〈
で
る
る
。

法

一

第
二
十
=
一
保
第
三
種
ノ
所
得
ニ
封
ス
ル
所
得
税
ハ
所
得
金
額
ヲ

左
ノ
各
級
一
一
一
極
分
シ
遜
次
=
各
税
率
ヲ
適
用
シ
テ
之
ヲ
賦
課
ス
但

ν
山
林
ノ
所
得
戸
山
林
以
外
ノ
所
得
ト
之
ヲ
直
分
レ
其
ノ
所
得
ヲ

五
分
U

タ
ル
金
額
-
一
封
一
v
此
ノ
税
率
ヲ
適
用
シ
テ
算
出
U

ダ
ル
金

額
ヲ
豆
借
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
其
ノ
税
額
ト
ス

千
二
百
回
以
下
ノ
金
額

千
二
百
周
ヲ
超
ユ
ル
金
額

千
五
百
回
ヲ
超
ユ
ル
金
額

二
千
圏
ヲ
超
ュ
ル
金
額

三
千
圃
ヲ
超
旦
ル
金
額

五
千
園
ヲ
超
ユ
ル
金
額

七
千
闘
ヲ
超
ユ
ル
金
額

一
茸
固
ヲ
超
ユ
ル
金
額

一
高
五
千
回
ヲ
超
品
ル
金
額

二
寓
固
ヲ
超
ユ
ル
金
額

=
一
寓
困
ヲ
超
品
ル
金
額

器

本

l挽

百
分
ノ

C
・八

百
分
ノ
二

百
分
ノ
三

百
分
ノ
四

百
分
ノ
五

育
分
ノ
大
・
五

百
分
ノ
八

百
分
ノ
九
・
五

官
分
ノ
十
一

百
分
ノ
十
三

百
分
ノ
十
五

臨

時

組

第
六
候
所
得
税
中
第
一
一
二
極
ノ
所
得
二
割
ス
ル
所
得
税
-
一
付
テ

所
得
金
額
ノ
階
級
一
二
従
ヒ
左
ノ
割
合
ノ
統
領
ヲ
帯
徴
ス

核1;

: ;ff，1 

徴

i虫

所
得
金
額
二
千
園
以
下
ナ
ル
所
持

所
得
税
制
ノ
百
分
ノ
一
一
一
十

同
=
一
千
回
以
下
ナ
ル
所
得

同
七
千
園
以
下
ナ
ル
所
得

所
得
税
額
ノ
官
分
ノ
=
一
十

所
得
税
領
ノ
百
分
ノ
=
一
十
五

同
一
寓
五
千
園
以
下
ナ
ル
所
得

同
十
寓
園
以
下
ナ
ル
所
得

所
得
税
額
ノ
育
分
ノ
四
十

所
得
税
額
ノ
育
分
ノ
四
十
五



五
寓
国
ヲ
超
ユ
ル
金
額

七
高
岡
ヲ
趨
斗
ル
金
額

十
高
岡
ヲ
越
ユ
ル
金
額

二
十
寓
剖
ヲ
趨
ユ
ル
金
額

五
十
寓
鴎
ヲ
越
ユ
ル
金
額

百
高
岡
ヲ
超
ユ
ル
金
額

二
百
高
岡
ヲ
超
ユ
ル
金
額

三
百
寓
困
ヲ
超
ユ
ル
金
額

百
分
ノ
十
七

百
分
ノ
十
九

百
分
ノ
ニ
十
一

百
分
ノ
二
十
三

百
分
ノ
一
一
十
五

百
分
ノ
ニ
十
七

百
分
ノ
三
十

百
分
ノ
三
十
三

百
分
ノ
一
一
一
十
六

閉
百
高
岡
ヲ
超
3

ル
金
額

同
五
十
寓
園
以
下
ナ
ル
所
得

所
得
税
制
問
ノ
百
分
ノ
五
十
亙

間
百
寓
闘
以

F
ナ
ル
所
得

同
百
前
回
7
越
コ
ル
所
得

所
得
枕
傾
ノ
百
分
ノ
六
十

所
得
税
額
ノ
百
分
ノ
七
十

廿
描
本
桃
川
出
の
刻
み
が
留
に
し
て
二
卜
に
上
っ
て
ゐ
る
の
に
北
し
陥
時
租
枕
噌
徴
法
の
刻
み
が
八
と
一
五
ふ
疎
い
も
の
寸
あ
る
潟
め
に

増
徴
の
結
岡
市
た
る
呆
進
税
率
が
非
常
に
飢
さ
れ
繕
繍
性
を
快
い
で
ゐ
る
。
此
の
事
は
相
続
税
に
於
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
基
本
税
法

と
臨
時
租
税
増
徴
法
と
は
突
の
如
き
針
昭
…
を
示
し
て
ゐ
る
。
尚
刊
紙
に
は
相
続
人
が
被
相
続
人
の
家
族
た
る
直
系
卑
属
な
る
家
替
相
続

に
つ
い
て
の
税
率
の
み
を
示
す
事
と
し
た
。

基

本

積

第
八
僚
相
繊
稔
ハ
課
税
債
格
ヲ
左
ノ
各
級
ニ
極
分
シ
其
ノ
各
直

分
z
謝
シ
相
績
人
ノ
種
類
-
一
従
ヒ
遁
次
一
一
各
税
率
ヲ
適
用
シ
テ
之

ヲ
課
ス
(
相
綴
人
ヵ
被
相
続
人
ノ
家
族
タ
ル
古
川
系
卑
属
ナ
ル
山
本
督

相
績
)

法

図
説
の
部
分
的
改
正

臨

徴

時

租

税

噌

第
十
保
相
続
枕
-
一
付
テ
ハ
課
税
償
格
ノ
階
級
ユ
従
ヒ
左
ノ
割
合

ノ
税
額
ヲ
靖
徴
ス

法

第
四
十
五
巻

八

O
三

~ 

ノ、

第
六
貌



園
殺
の
部
分
的
改
正

一一一一
王
子
関
以
下
ノ
金
額

五
千
困
ヲ
超
ユ
ル
金
額

一
寓
国
ヲ
超
ユ
ル
金
額

二
高
岡
ヲ
超
ユ
ル
金
額

一
一
一
高
岡
ヲ
魁
品
ル
金
額

四
隣
固
ヲ
魁
ユ
ル
金
制

玉
商
困
ヲ
超
品
ル
金
制

七
間
制
ヲ
起
ロ
ル
ム
官
制

十
寓
困
ヲ
超
ユ
ル
金
額

十
五
寓
困
ヲ
超
ユ
ル
金
額

二
十
寓
周
ヲ
趨
ユ
ル
金
額

三
十
寓
園
ヲ
超
ユ
ル
金
額

四
十
寓
闘
ヲ
超
ユ
ル
金
額

五
十
寓
園
ヲ
超
ユ
ル
金
額

七
十
官
阿
国
ヲ
超
品
ル
金
願

官
高
固
ヲ
超
ユ
ル
金
額

二
一
日
高
困
ヲ
起
ユ
ル
金
額

千
分
ノ
五

千
分
ノ
六

千
分
ノ
七

千
分
ノ
八

千
分
ノ
十

千
分
ノ
十
五

千
八
万
ノ
ニ
寸

吋
寸
分
ノ
ニ
イ
五

千
分
ノ
=
一
十

千
分
ノ
四
十

千
分
ノ
五
十

千
分
ノ
六
十

千
分
ノ
七
十

千
分
ノ
八
十

千
分
ノ
九
十

千
分
ノ
官

千
分
ノ
百
十

第
四
十
五
袋

八

O
四

第
六
銃

プて

累
進
税
率
が
繕
縮
刷
U

を
失
ふ
と
云
ふ
弊
砕
中
山
一
が
最
も
鯨
著
に
現
は
れ
る
の
は
臨
時
租
税
増
徴
法
の
刻
み
目
の
存
す
る
所
で
あ
る
。
即

三
百
高
困
ヲ
超
A

ル
金
制

王
百
寓
困
ヲ
起
ユ
ル
金
額

千
分
ノ
官
二
十

千
分
ノ
宵
三
十

ち
所
得
税
法
に
つ
い
て
云
へ
ば
二
千
圏
、
三
千
国
、
七
千
圏
、

課
税
傾
裕
一
寓
闘
以
下
十
凡
ト
キ

同
一
一
二
同
国
以
下
ナ
ル
ト
キ

同
五
世
間
関
以
下
ナ
ル
ト
キ

同
十
前
闘
以
下
・
ブ
ル
・
i

キ

同
十
高
田
ヲ
超
ユ
ル
ト
キ

一
寓
五
千
困
、
十
高
間
、
五
十
寓
園
、

相
棺
刺
殺
翻
ノ
百
分
/
二
十

相
判
綾
枕
劉
ノ
百
分
ノ
三
十

相
欄
税
翻
ノ
町
分
ノ
五
十

桁
師
四
崎
額
ノ
}
血
分
ノ
ベ
十

相
額
積
額
ノ
官
分
ノ
百

百
寓
闘
の
附
近
に
於
て
、
一
相



続
税
に
つ
い
て
云
へ
ば
一
寓
菌
、
=
一
寓
圏
、
五
高
圏
、
十
高
闘
の
附
近
に
於
て
カ
ー
ブ
が
著
し
く
観
さ
れ
る
の
で
る
る
。
共
の
結
果

と
し
て
、
往
々
(
ご
大
所
得
(
又
は
大
相
続
財
産
)
を
受
く
る
人
が
小
所
得
(
又
は
小
相
絞
財
産
)
を
受
〈
る
人
よ
り
も
、

所
得
税
額

(
又
は
相
績
税
額
)
及
び
品
川
H

徴
税
額
を
差
引
い
た
後
に
は
結
局
の
所
は
手
取
り
所
得
(
又
は
相
績
財
産
)
が
少
〈
た
る
と
云
ふ
不
公
平
を

生
や
る
事
が
起
る
の
で
あ
る
。
臨
時
租
税
増
徴
法
第
六
線
第
二
項
、
第
三
一
項
、
第
四
項
と
第
十
僚
の
第
二
羽
と
は
共
の
絞
和
規
定
で

あ
っ
た
。
試
み
に
第
六
僚
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
を
あ
け
る
と
尖
の
結
果
を
得
る
。

所
得
金
制
7
二
千
回
ヲ
趨
エ
三
千
回
以
下
ナ
ル
所
得
-
一
付
テ
ハ
之
一
一
封
ス
ル
所
得
税
制
則
及
帯
徴
税
額
ノ
合
計
金
額
ヨ
リ
所
得
金
額
二
千
闘
ノ
所
得
=
到

ス
ル
所
得
枕
知
及
掛
川
徴
秘
術
ノ
合
計
金
知
ヲ
い
削
除
シ
タ
ル
熟
知
f
所
得
金
額
中
二
千
四
ヲ
超
ユ
ル
金
額
ヲ
越
川
副
ス
ル
ト
キ
ハ
訣
超
過
額
-
一
相
官
ス
ル
金
額

ヲ
其
ノ
明
徴
税
知
ヨ
リ
料
除
ス

3

前
項
/
規
氾
円
所
得
金
額
Y
一一一千闘
7

7

M
叫
正
七
千
間
以
下
ナ
札
所
得
川
阿
七
千
間
ア
起
工
一
一
品
五
千
間
以
下
少
凡
所
符
、
何
一
高
五
千
闘
ヲ
超
エ
ナ

割
問
回
以

F
ナ
L

所
得
、
同
ト
高
凶
7

秘
工
一
江
十
時
間
以
て
ナ
ル
所
待
、
月
五
十
鶴
間
F

初
出
一
門
前
間
以
下
ム
ノ
ル
所
科
及
附
ア
ハ
高
岡
一
プ
制
阻
止
ル
所
得
ノ
名
問

様
ノ
場
合
-
一
付
之
ヲ
準
用
ス
。

山
林
ノ
所
得
ト
山
林
以
外
ノ
所
符
ト

ρ

之
ヲ
区
分
シ
各
別
-
一
前
三
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス
3

此
の
緩
和
規
定
の
結
呆
と
し
て
一
の
弊
害
は
之
を
除
く
事
が
出
来
る
が
二
大
所
得

(
又
は
小
相
績
財
産
)
を
受
〈
る
人
と
が
所
得
税
額
(
又
は
相
続
荷
額
)
及
び
増
徴
税
額
を
差
引
い
た
後
は
結
局
の
所
は
手
取
り
所
得

(
又
は
大
相
続
財
産
)

を
受
〈
る
人
と
小
所
得

(
又
は
相
績
財
産
)
が
同
じ
で
あ
る
と
云
ふ
揚
ム
ロ
の
不
都
合
は
之
を
除
き
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
臨
時
租
税
増
徴
法
に
よ
る
第
三
種

所
得
税
及
び
相
績
枕
の
増
徴
卒
に
つ
き
考
慮
を
製
す
る
黙
で
あ
っ
て
、
目
疋
に
趨
切
な
る
改
正
を
加
へ
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
種
所
得
税
及
び
相
続
税
の
増
徴
李
を
改
正
す
る
問
題
に
闘
達
し
て
考
ふ
べ
き
は
、
臨
時
租
税
増
徴
法
に
つ
い
て
此
の
改

正
を
行
ふ
か
又
は
臨
時
租
税
増
徴
法
一
な
る
も
の
を
廃
止
し
其
の
規
定
を
蒸
本
法
た
る
各
税
法
に
織
り
込
む
か
の
問
題
で
あ
る
。
立
法

園
積
の
部
分
的
改
正

第
四
十
五
巻

八

O
五

第
六
披

プて



園
設
の
部
分
的
改
正

第
四
十
主
巻

八

C
六

第
六
競

ノ、
凹

技
術
か
ら
云
へ
ば
、
臨
時
租
税
増
徴
法
中
に
呆
本
税
法
の
僚
文
を
排
除
す
る
規
定
宮
設
け
れ
ば

1
1
地
方
附
加
枕
算
定
に
は
厄
介
で

あ
る
が
1

1
共
目
的
を
達
し
得
ら
れ
な
い
で
も
友
い
ロ
然
し
筆
者
は
突
の
理
由
に
よ
り
臨
時
租
税
増
徴
法
官
廃
止
し
共
の
規
定
を
基

本
税
法
中
に
織
込
む
事
を
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。

有
岡
議
曾
の
希
監
決
、
訟
を
見
る
止
、
成
る
程
臨
時
租
校
時
叩
徴
法
は
昭
和
十
一
年
度
限
り
之
を
止
め
る
事
を
定
め
従
っ
て
之
が
恒
久

化
す
る
虞
の
あ
る
改
正
は
泣
け
ね
ば
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
た
い
。
然
し
同
時
に
中
央
地
方
在
泊
A
r
E
O
税
制
改
医
家
を
吠
の
通
常
議
禽
に

拠
出
ナ
ペ
し
と
一
五
ふ
事
が
抗
族
院
で
と
町
駅
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
帝
国
議
舎
の
希
日
出
品
抗
議
を
支
宇
治
り
に
賢
行
間
来
左
い
所
が

非
常
時
局
で
あ
っ
て
、
「
中
央
地
方
を
泊
予
る
根
本
的
税
制
改
革
」
を
行
ひ
難
い
と
同
時
に
「
臨
時
租
税
増
徴
法
の
恒
久
化
」
も
或
程
度

ま
で
は
避
け
難
く
た
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
第
七
十
回
帝
岡
議
舎
の
希
望
決
議
は
共
の
精
神
を
隼
草
す
る
と
し
て
も
文
字
通
り
に
之
を

強
行
す
る
事
を
避
け
る
の
が
現
賓
の
立
前
で
悲
か
ら
う
か
。

一
般
曾
計
に
基
本
税
法
あ
り
臨
時
租
税
増
徴
法
る
り
、

臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
に
北
支
事
件
特
別
税
法
あ
り

又
更
に
非
常
時

埼
稔
が
昭
和
十
三
年
度
よ
り
行
は
れ
る
と
す
れ
ば
、
屋
上
屋
を
架
し
園
氏
は
税
法
の
迎
解
に
困
難
を
感
や
る
の
で
る
る
。
忍
に
一
歩

を
進
め
、

一
般
合
計
は
基
本
税
法
一
本
と
し
て
之
を
賄
ひ
、

臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
に
於
て
北
支
事
件
特
別
税
法
を
含
め
た
る
或

程
度
の
増
税
を
行
ふ
方
が
優
っ
て
ゐ
る
の
で
た
か
ら
う
か
。
臨
時
租
税
増
徴
法
を
泉
本
税
法
に
組
入
れ
た
か
ら
主
去
っ
て
根
本
的
税

制
改
革
を
行
は
ぬ
誇
で
も
た
し
、
又
根
本
的
税
制
改
革
を
行
は
・
泣
い
心
算
で
あ
る
な
ら
臨
時
租
税
増
徴
法
を
共
催
に
置
い
て
も

E
う

に
も
た
ら
た
い
。
雨
者
は
別
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
基
木
税
法
と
臨
時
租
税
増
徴
法
と
の
複
雑
た
る
闘
係
に
悩
ま
さ
れ
て
ゐ
る

納
税
者
の
迷
惑
を
察
し
此
の
不
使
を
蓮
か
に
除
去
す
べ
き
で
あ
る
。

一
般
合
計
に
て
は
臨
時
租
税
増
徴
訟
を
恭
本
税
誌
に
組
入
る
べ



し
、
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
に
於
で
北
支
事
件
特
別
税
法
と
共
に
若
干
の
新
増
税
を
行
ふ
ぺ
し
・
こ
れ
筆
者
が
園
槍
の
部
分
的
改
正

に
叫
到
し
有
す
る
意
鬼
の
大
綱
?
あ
る
。

第

其
他
の
部
分
的
改
正

、、

臨
時
租
税
増
徴
法
と
閥
係
あ
る
国
税
の
部
分
的
改
正
に
つ
い
て
は
前
遁
し
た
泊
り
で
あ
る
か
ら
、
認
に
は
共
れ
以
外
の
賠
に
つ
き

問
題
と
た
っ
て
ゐ
る
凶
枕
の
部
分
的
改
正
を
明
か
に
し
た
い
、
問
題
は
所
得
税
と
相
続
税
と
登
録
税
と
沼
浩
稔
と
に
分
れ
る
が
共
の

主
な
る
も
の
に
つ
き
言
及
す
る
。

所
得
税
に
て
は
退
峨
給
開
パ
金
持
の
一
時
所
得
に
し
て
一
定
械
を
超
ゆ
る
も
の
に
射
し
拠
除
す
る
事
が
閣
閣
と
な
っ
℃
ゐ
る
。

所
得
翠
設
は
此
曾
生
活
の
賀
川
肌
に
件
ひ
鐙
越
し
現
今
に
於
て
は
所
得
の
反
復
性
を
徐
り
長
頑
し
注
〈
な
っ
て
み
る
。
然
る
に
現
行
所

得
税
法
で
は
退
峨
給
奥
金
等
の
如
き
反
復
性
な
き
一
時
所
得
に
謀
税
し
な
い
事
と
た
っ
て
ゐ
る
矯
め
に
、
俸
給
支
排
の
一
形
式
と
し

て
退
峨
給
奥
金
等
が
行
は
れ
所
得
税
の
課
税
を
免
れ

τゐ
る
揚
合
が
る
る
。
俸
給
の
形
で
あ
る
と
課
税
せ
ら
れ
退
峨
給
輿
金
等
の
形

式
で
は
課
税
せ
ら
れ
友
い
と
云
ふ
所
に
説
法
の
快
陥
が
存
し
て
ゐ
る
。
蕊
に
退
峨
給
奥
金
等
に
新
た
に
課
税
す
る
事
が
考
へ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
但
し
退
峨
給
典
金
を
反
復
性
あ
る
他
の
所
得
と
綜
合
し
同
じ
泉
進
税
を
課
す
ち
事
は
遁
営
で
・
な
い
か
ら
、
或
は
山
林
所

得
の
如
く
五
分
五
乗
す
る
と
か
控
除
査
定
の
方
訟
を
採
用
す
る
と
か
し
て
租
税
負
婚
の
緩
和
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
。

，
叩
引
に
第
三
種
所
得
の
追
加
決
定
を
潟
し
得
る
期
間
ゆ
制
限
を
徹
底
ぜ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
所
得
税
法
第
二
十
六
傑
第
二
項
に
次

の
如
き
規
定
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
。

図
積
の
部
分
的
改
正

第
四
十
五
巻

八

O
七

第
六
競

λ

五



開
設
内
部
分
的
改
正

第
四
十
五
巻

凡

O
入

第
六
貌

六
六

所
得
制
査
委
員
曾
閉
命
日
後
第
一
一
諮
問
/
所
得
ノ
決
定
-
-
付
股
漏
ア
ル
ロ
ト
ヲ
務
見
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
決
定
ヲ
錦
ス
〈
カ
リ
シ
年
ノ
柄
引
年
-
一
一
於
ケ
ル
所
得

調
査
委
員
曾
ノ
剖
査
一
一
依
り
政
府
-
一
於
テ
其
ノ
所
有
金
抑
制
ヲ
決
定
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
符

税
務
行
政
の
寅
放
か
ら
見
る
と
、
既
得
税
法
第
二
十
六
僚
第
二
項
の
「
翌
年
一
一
於
ケ
ル
所
得
調
査
委
員
合
」
を
「
翌
年
以
後
一
一
於
ケ

ル
所
得
制
究
委
員
合
」
に
改
め
る
方
が
遡
切
の
様
で
あ
る
。

相
輪
税
に
つ
い
て
は
、
相
箱
開
始
地
が
相
繍
悦
法
施
行
地
に
京
る
と
き
は
相
際
税
法
施
行
地
外
に
点
る
財
産
比
樹
し
で
も
淑

税
す
る
こ
と
を
定
め
ん
と
し
て
ゐ
る
。
内
地
の
財
産
を
捨
保
と
し
て
借
金
し
外
地
に
新
た
に
財
産
を
購
入
し
た
揚
合
に
は
、
内
地
に

於
け
る
積
極
財
産
と
消
極
財
産
と
の
差
額
の
み
が
相
績
財
産
と
し
て
相
続
税
の
課
税
物
件
と
な
り
外
地
の
財
産
は
課
税
を
免
れ
る
事

と
な
る
。
内
地
の
み
に
相
続
財
産
を
有
す
る
人
と
外
地
に
も
防
り
相
績
財
産
を
有
し
て
ゐ
る
人
と
の
聞
の
負
搾
の
均
衡
を
は
か
る
震

め
に
は
、
此
種
の
改
正
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

+
引
に
被
相
績
人
の
死
亡
に
よ
り
相
続
人
の
受
く
る
生
命
保
険
金
が
一
定
額
以
上
た
る
と
き
は
之
に
針
し
課
税
す
る
と
か
、
他
人
の

国
同
し
売
る
契
約
に
因
。
て
受
く
る
生
命
保
険
金
が
一
定
額
以
上
た
る
と
き
は
之
に
針
し
課
税
す
る
と
か
の
問
題
が
あ
る
。
趣
旨
と
し

て
は
営
然
の
事
で
る
る
が
、

一
定
額
を
何
所
の
設
に
定
め
る
か
と
云
ふ
所
に
問
題
が
存
し
て
ゐ
る
。

被
相
続
人
死
亡
し
た
る
鵠
共
の
遺
族
に
支
給
せ
ら
れ
る
退
職
手
蛍
、
功
勢
金
等
も
一
定
額
を
超
ゆ
る
も
の
に
は
課
税
す
べ
き
で
あ

る
。
と
れ
亦
そ
の
一
定
額
の
定
め
方
に
慎
重
な
る
考
慮
を
梯
は
ね
ば
た
ら
む
。

不
動
産
及
舶
舶
を
親
族
聞
に
婚
興
し
た
る
揚
合
に
相
績
税
を
課
す
る
事
は
営
然
で
あ
る
。
然
し
不
動
産
及
船
舶
の
謄
輿
に
料
金
録
税

を
納
付
し
た
る
と
き
に
は
納
税
義
務
者
の
申
請
に
よ
り
納
付
登
録
税
額
の
相
続
に
図
る
所
有
械
の
取
得
に
劃
す
る
登
録
税
額
を
超
過



す
る
金
額
に
相
官
ナ
る
金
額
を
共
の
相
続
税
額
よ
り
控
除
す
る
必
一
裂
が
る
る
。

相
続
開
始
後
一
年
内
に
相
続
財
産
の
一
部
を
蛤
奥
ず
る
も
相
績
税
法
第
二
十
三
僚
を
一
週
川
し
な
い
事
は
我
が
枇
合
生
活
の
上
よ
り

之
を
是
認
せ
ね
ば
友
ら
ね
。
長
男
が
父
の
家
督
を
相
綬
し
て
家
悦
相
続
税
を
支
燐
ひ
更
に
父
よ
り
交
け
た
る
財
産
の
一
部
分
を
長
男

が
弐
男
に
分
配
し
て
更
に
第
二
十
三
僚
に
よ
り
遺
産
相
鯖
税
を
支
挑
ふ
事
は
如
何
に
も
不
合
間
な
る
か
ら
で
あ
る
。

登
録
税
の
巾
で
不
動
産
一
貫
民
等
の
場
合
の
税
率
を
軽
減
す
る
事
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
我
閣
の
不
動
産
登
録
枕
は
流
通
税
と

云
は
ん
よ
り
も
財
産
税
の
色
彩
を
帯
び
て
ゐ
る
。
之
を
流
通
殺
に
引
き
戻
す
矯
め
に
は
税
率
を
低
下
せ
ね
ば
な
ら
ね
。
従
来
は
匝
裁

判
所
が
不
動
産
の
登
記
憤
舗
を
賀
際
の
賀
川
民
似
制
の
半
分
位
に
定
め
以
て
此
の
間
の
不
都
合
を
緩
和
し
て
ゐ
た
。
然
る
に
現
収
を
見

る
に
不
動
庄
の
官
記
憶
瀬
が
寅
際
日
淀
川
凡
使
州
酬
や
一
上
廻
る
場
合
注
生
じ
、
諸
に
不

ω深
賀
川
丸
山
中
干
の
揚
九
日
の
笠
鋭
校
を
粍
減
ず
る
必
市
町

が
一
府
大
と
た
り
た
の
で
あ
る
。

国

酒
造
枕
に
つ
い
て
は
酒
類
版
責
業
を
免
許
制
皮
と
す
る
事
が
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
現
行
法
で
は
酒
類

ω製
也
に
は
免
許
制
広

が
行
は
れ
て
ゐ
る
が
北
パ
れ
を
販
棄
に
ま
で
押
し
及
ぼ
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

我
闘
の
沼
4
U
菜
が
議
反
し
な
い
原
凶
の
一
と
し
て
販
寅
機
構
の
不
統
制
が
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
つ
販
責
機
構
を
改
善
せ
ば
酒
造
税
が

業
界
に
奥
へ
て
ゐ
る
犀
力
を
緩
和
す
る
事
が
出
来
る
の
で
る
る
。
も
し
非
常
時
財
政
の
針
策
と
し
て
酒
治
税
の
増
税
を
行
ふ
様
た
事

が
あ
る
た
ら
ば
、
販
賓
の
免
許
制
を
行
ぴ
酒
類
の
販
育
機
構
を
改
善
す
る
事
が
焦
眉
の
急
と
な
っ
て
来
る
。

只
問
題
は
弐
の
二
鮪
に
必
し
て
ゐ
る
。
免
許
制
度
を
酒
造
税
の
課
税
物
件
の
販
賓
の
み
に
限
る
か
又
は
他
の
酒
類
の
課
税
物
件
の

販
一
寅
に
R
A
し
ぼ
す
か
更
に
清
涼
飲
料
殺
の
販
賀
を
も
包
含
す
る
か
が
第
一
の
問
題
で
あ
る
。
酒
類
製
造
者
が
共
の
製
造
揚
に
於
で
す
る

回
稔
一
の
部
分
的
改
正

第
四
十
五
魯

八

O
九

第

競

プ守

七



岡
税
の
部
分
的
改
正

第
四
十
五
巻

i¥. 

O 

第
六
披

六
八

版
賀
、
料
岨
凶
、

カ
フ
エ
ー
、
パ

l
等
の
如
く
客
席
に
於
て
容
の
直
徒
出
資
を
目
的
と
す
る
取
衰
を
如
何
に
取
扱
ふ
か
が
第
二
の
問

題
で
あ
る
。
最
後
に
免
許
の
標
準
を
如
何
に
定
む
べ
き
か
が
第
三
の
問
題
で
あ
る
。

第
四

圏
視
の
部
分
的
改
正
の
必
要

以
上
、
凶
税
の
部
分
的
改
正
に
つ
き
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
草
川
宝
引
を
一
特
し
た
の

E
あ
る
。
然
ら
ば
岡
枕
の
部
分
的
改
正
は
と
れ

で
全
部
か
と
一
広
ふ
に
決
し
て
そ
う
で
な
い
。
例
へ
ば
臨
時
利
得
税
の
利
得
算
定
の
基
準
年
度
が
昭
和
六
年
以
前
三
ヶ
年
と
な
れ
る
が

如
き
、
酒
造
税
の
清
沼
の
酒
精
分
の
定
め
方
が
醸
遊
技
術
の
寅
情
に
副
は
ざ
る
が
如
き
、
改
革
す
べ
き
顕
著
怠
る
事
責
で
あ
る
。
印

ち
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
所
得
税
.
相
績
税
、
登
録
税
、
洞
治
税
以
外
に
も
部
分
的
改
正
を
施
す
べ
き
が
あ
る
。
更
に
所
得
税
、
相
続
税

登
録
税
.
刑
法
枕
の
内
部
に
も
上
漣
の
項
目
以
外
に
部
分
的
改
正
を
施
す
べ
き
も
の
が
建
っ
て
ゐ
る
。
然
し
此
等
の
項
目
に
一
身
手

を
つ
け
出
す
と
全
般
的
改
正
と
な
る
虞
が
あ
る
。
気
の
つ
い
た
飲
黙
が
あ
れ
ば
議
合
毎
に
部
分
的
改
正
を
行
ふ
べ
し
・
市
し
て
必
要

-
な
る
時
に
は
全
般
的
改
正
を
断
行
す
ぺ
し
、
と
れ
筆
者
の
主
張
で
あ
る
。


